
* 「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 7年度 管理事業評価調書（ 7年度対象）
事業コード 8510 事業名 労働委員会運営事業

政策名
正常な労使関係の回復と労働委員会の円滑な
運営

施策名
正常な労使関係の回復と労働委員会の円
滑な運営

事業目的 正常な労使関係の回復と労働委員会の円滑な運営

所属名 労働委員会事務局審査調整課
評価責任者 労働委員会事務局次長兼審査調整課長　横井　純
作成責任者 岡田　康宏 ダイヤルイン 052-954-6832

根拠法令
・計画等

労働組合法、労働関係調整法、労働委員会規則、地方自治法、個別労働関係紛争に係るあっせんに関する
要綱、個別労働関係紛争に係るあっせんに関する要領、地方公営企業等の労働関係に関する法律、職業安
定法

従事人員
・経費等

区 分
予算額 決算額（C/F)

7年度（当初） 6年度（当初） 6年度 5年度
14人 ( 0人) 14人 ( 0人)

非常勤職員（うち地方機関分)　 1人 ( 0人) 1人 ( 0人) 1人
正規職員（うち地方機関分) 13人 ( 0人) 14人 ( 0人)

( 0人) 1人 ( 0人)

経費

人件費(a) 199,098 千円 206,578 千円 194,012

従事
人員

千円 189,068 千円

事業費(b) 6,540 千円 6,508 千円 4,795 千円 4,457 千円

公債費(c) 0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

計(a)+(b)+(c) 205,638 千円 213,086 千円 198,807 千円 193,524 千円

千円 193,506 千円

事業計画の
内容及び事
業費の内訳

千円 0 千円
(分担金・負担金、使用料・手数料)

経費のうち、一般財源等 205,616 千円 213,066 千円 197,985

収入のうち、受益者負担額
0 千円 0 千円 799

県内において労働者と使用者との間で発生した労働紛争を解決するため、不当労働行為の審査、労働組合
の資格審査、あっせん、調停及び仲裁等を行う。
1　管理業務費　　　 ：3,541千円（委員会運営に要する経費1,656千円）
2　紛争調整業務費 ：   528千円（紛争調整業務運営に要する経費528千円）
3　判定業務費　 　　：2,471千円（判定業務運営に要する経費1,781千円）

評
価

指
標
／
目
標
値
等

指標(指標によっては算式／解説) 目標年度 目標値 実績値・見込

1
集団事件及び個別事件
の解決率

最終目標 40％

6年度 440日

7年度 40％ 40％ （見込）

6年度 40％ 39％ （実績）

4 公益委員会議の開催回数
最終目標 21回

480日 （実績）

3 総会の開催回数
最終目標 21回

7年度 21回 21回 （見込）

2
不当労働行為救済申立
事件の平均所要日数

最終目標 440日
7年度 440日 440日 （見込）

6年度 21回 32回 （実績）

6年度 21回 21回 （実績）

コスト
指標の
増減
分析

6年度のあっせん、調査、審問、和解、総会、公益委員会議1回あたりのコストは、不当労働行為救済申立事
件の審査手続において、調査期日間に両当事者の主張の往復をさせるなど調査を効率的に実施したことで、
調査件数が減少したことにより、5年度1,273,030円に比べて163,190円増加した。

7年度 21回 21回 （見込）

課題

・管理業務については、委員全員が必要な情報を共有できるよう、必要な情報を更に効率的に提供するという
課題がある。
・判定業務については、当事者の協力を得ながら審査計画を策定する等計画的に進行して処理日数の短縮
に努めることと、当事者の主張を丁寧に聴取して和解も含めた正常な労使関係の回復を目指すこととの両立
に努めるという課題がある。
・紛争調整業務については、事件の解決率を向上させるという課題がある。

今後の
方向性

・管理業務については、総会及び公益委員会議において速やかに情報提供することで委員全員の情報共有
を効率的に行っていく。
・判定業務については、今後も、当事者の協力を得ながら審査計画を策定する等計画的に進行して処理日
数の短縮に努めることと、当事者の主張を丁寧に聴取して和解も含めた正常な労使関係の回復を目指すこと
との両立に努め、手続を進めていく。
・紛争調整業務については、集団事件及び個別事件共に、あっせん応諾率の向上を図ること等により事件の
解決率を向上させていく。

1,436,220円 （実績）

外部
要因
等

なし

目的の
達成に
関する
評価

C：相当程度進展あり
(判断の理由）
◎主要な指標：2（理由：正常な労使関係の早期回復に寄与するため。）
・正常な労使関係の早期回復と労働委員会の円滑かつ効率的な運営に努めたことにより、概ね目標を達成す
ることができた。
・管理業務については、法令に基づく会議を確実に運営したこと及び経費の効率的な執行に努めたことによ
り、目標を達成した。
・判定業務については、審査計画を策定する等可能な限り計画的に手続を進めたものの、和解終結が難しい
事件が比較的多く、また、追加申立てが複数回なされた事件や法的論点の判断が困難な事件など、審査手
続が長期化した事件が終結したこともあり、結果として係属日数が長くなったため、目標所要日数をやや超過
した。
・紛争調整業務については、あっせん応諾率の向上を図ること等により、概ね目標を達成した。

5
あっせん、調査、審問、和解、総会、公益委
員会議1回あたりのコスト
（PL経常費用/あっせん、調査、審問、和
解、総会、公益委員会議の実施回数）

最終目標 -
7年度 ‐ ‐ （見込）

6年度 ‐


